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令和７年 第２１回 仙北市教育委員会定例会会議録 

 

１　開会宣言　令和７年１２月１８日（木）　午後２時３０分 

 

２　場　　所　西木総合開発センター　２階　集会室 

 

３　出席委員 

教育長　　　　　　　須田　　喬 

教育長職務代理者　　坂本　佐穂 

委員　　　　　　　　細川　伸也 

委員　　　　　　　　田口　桂一郎 

 

４　出席した事務局職員 

　　　教育部長　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　　聡 

　　　教育次長　　　　　　　　　　　　　　　　　斉藤　丈彦 

教育総務課長　　　　　　　　　　　　　　　大石　　基 

学校適正配置準備室長　　　　　　　　　　　若松　正輝 

学校適正配置準備室参事　　　　　　　　　　梅田　昌輝 

学校教育課長　　　　　　　　　　　　　　　戸嶋　雅美 

北浦教育文化研究所指導主事　　　　　　　　山部　幸信 

総合給食センター所長　　　　　　　　　　　栗原　由紀子 

生涯学習課長　　　　　　　　　　　　　　　草彅　直子 

中央公民館長　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　文恵 

田沢湖公民館長　　　　　　　　　　　　　　畠山　裕子 

角館公民館長　　　　　　　　　　　　　　　千代　雅和 

市民会館長兼田沢湖図書館長　　　　　　　　信田　昌史 

学習資料館・イベント交流館長　　　　　　　伊藤　　香 

平福記念美術館長　　　　　　　　　　　　　小松　亜希子 

 

５　議事　 

 

（２）報告事項 

    報告第３８号　　仙北市議会一般質問について 

    報告第３９号　　就学指定校変更の承認について 

　　 

６　審議の経過及び結果 

 

（須田教育長） 

これより、令和７年第２１回仙北市教育委員会定例会を開催いたします。 

それでは、本定例会の出席委員、職員を紹介します。 

－出席委員、職員を紹介－ 

会議書記には、齋藤課長補佐と伊藤主任を任命します。署名員は、私と委員から田口委

員を指名します。前回の会議録の承認についてですが、臨時会につきましては、坂本教育

長職務代理者、会議が終わり次第署名をいただきます。定例会につきましては、橋本委員
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に後日署名をいただきます。 

教育長挨拶ということですが、私の方から１点報告させていただきます。 

教員の人事異動についてです。１２月３日、４日には人事に関する市内校長との面接を、

１５日には県教委をまじえての三者協議を行いました。ベテラン教員と若手職員は多数い

るものの中間層が手薄であり、学校経営が厳しい話を校長たちからは報告されました。ま

た、県教委からは小学校の教員不足も指摘されており、定数の確保が第一の懸案事項です。

また、桧木内中学校の複式化や入学生０の場合、または学級数２になった場合の教員配置

も大きな課題です。教員定数の規則からは桧木内中学校には養護教諭がつかない状況にど

う対応するかも大事な視点であり、課題はつきませんが、県教委とも粘り強く交渉してい

きたいと思います。私からは以上です。 

次に教育長報告についてです。 

－資料にて説明－ 

それでは、審議案件等に入ります。報告第３８号仙北市議会一般質問についてお願いし

ます。 

（阿部教育部長） 

報告第３８号仙北市議会一般質問について説明いたします。令和７年第８回仙北市議会

定例会の一般質問と答弁の内容です。議案綴りの２ページをご覧ください。 

始めに澤田雅亮議員からの質問です。通学路の安全確保についてです。クマの被害に対

して通学路の交通量が多い地域の草刈り作業が非常に重要と考える。その中で、生活圏を

分ける「ゾーニング」の考えだが、仙北市は広いがゆえに曖昧な部分が、街中にもある。

具体的にいうと川原町天理教付近の歩道など、すでに半分以上生い茂っており、クマの出

没も確認されることから、早めの対応をするべきと考える。こういった部分で、通学路は

５から１０メートルほどの管理が推奨されているが仙北市の通学路の状況、調査はどのよ

うになっているのか。との質問に対しまして、市街地においてもクマの出没が確認されて

おり、川原町天理教付近の歩道のように、草木が生い茂り見通しが悪くなっている箇所に

ついては、児童生徒の安全確保の観点から、早期の対応が必要であると認識していること。

通学路の安全対策として、教育委員会では、年２回、夏期と冬期に、学校安全担当教員、

保護者代表、警察署、市建設課、市まちづくり課、地域振興局、国道維持出張所などの関

係者の参加を得て、通学路の合同点検を実施していること。８月の夏期通学路点検では、

路側帯の雑草が歩行空間を圧迫している箇所、水路周辺の草が伸びて危険性が増している

箇所、見通しが悪化している樹木や雑草の繁茂といった課題を確認して、市建設課、市民

福祉部、県地域振興局等が連携し、樹木の枝の剪定、雑草の刈払いの対応を行ったこと。

また、クマ対策の観点から、単に通学路の管理にとどまらず、学校周辺の樹木伐採や藪の

除去など、学校からの要望を受けて、所管部署へ依頼し対応をしていること。今後も、合

同通学路点検での指摘箇所だけでなく、市民や学校から寄せられる情報も踏まえ、児童生

徒の通行が多い箇所は、関係機関と連携を図り、早期の草刈り等による見通し改善を行う

体制の強化に努めていく旨の答弁をしました。 

続きまして、議案綴り３ページです。平岡裕子議員からの一般質問です。子育て世代へ

の更なる経済支援の充実をということで、学校給食の無償化についての質問です。 

政府では来年４月から公立小学校を対象とした給食食材費の無償化に向けて協議が進ん

でいる。すでに小中学校の給食費無償化が進んでいる自治体に続いてほしい願いが本市で

も高まっており、これまで無償化実現に向けての質問が繰り返されてきた。その都度、学

校給食は国の動向を見て、国による全額負担が望ましいとの答弁を幾度も伺ってきた。こ

の中で、①市が提供している給食食材費が市の負担なく全額無償となるのか。②全国公立
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小学校の平均月額４，６８８円より秋田県は４５０円程上回っているとのことだが本市の

月額はいくらか。③国では、小学校への基準額を４，７００円程度に設定しており、国の負

担率に沿った助成次第で、市の持ち出しが多くなることが予想されるが対応は可能か。④

国では、将来的に中学校にも拡大するとしているが、本市では、時を待たずに早期に取り

組む予定はないか。との質問に対しまして、①来年４月からの小学校の給食無償化に向け

て政府内で協議が進んでいるが、開始予定４ヶ月前となっても正式な情報がなく、財源負

担についても不明であること。今後も情報収集し、制度決定後すぐに予算化できるよう準

備を進めていくこと。②本市の小学生の給食費保護者負担分は物価高騰もあり、本来は１

食当たり３２５円だが、値上げ分４２円を市が負担し、２８３円に据え置きをする助成を

行い、保護者の負担軽減を図っていること。年間１９０食として計算すると、保護者負担

額は、月額約４，４８１円であること。③報道によると、国は月額４，７００円を基準額と

考えていて、月額４４６円、年額５，３５０円の差額が発生すること。その差額負担を保護

者に求めるか、また市が負担するかは、検討が必要であること。④市単独での助成には慎

重な財政検討が必要で、今後の国の動向を見て検討をしていく旨を答弁しております。 

続いて、５ページです。田口寿宜議員からの一般質問です。学校適正配置についてです。

議員全員協議会において進捗状況の説明を聞いたが、中学校の統合について、生保内地区

の方々から不安の声が聞かれ、より丁寧な説明を重ね進めていくようであるが、特に、地

域の衰退を危惧されている方々が多いように感じる。この不安を解消し、理解をいただく

上で必要な事は、当局と保護者・地域住民が対話を重ねながら地域のビジョンを創り、そ

こに向かって協働で歩んでいくことであると考える。まちづくりと連動している事を鑑み、

このような方向で進むべきと考えるが、所見を伺う。との質問に対しまして、学校適正配

置については、これまでの意見交換会やアンケート等を踏まえ検討した計画案を保護者や

地域住民にお示ししてきたこと。調整課題の中学校統合の組合せについては、神代・西明

寺・桧木内の３校か、生保内も加えた４校とするかで、生保内学区の保護者や地域住民と

丁寧に意見を交わし、慎重に判断することとしていること。学校が本来果たすべき重要な

役割は「子どもたちに学力や社会性を育む質の高い教育を集団的に行うこと」であり、今

般の学校再編の目的は「その役割を持続的に発揮できる環境を整えること」であること。

学校適正配置にあたっては、これに主眼を置きつつ、地域コミュニティや防災の拠点とし

ての意義にも配慮しながら進めていること。生保内学区の保護者や地域住民の中には、統

合による教育効果に期待を寄せる意見がある一方で、中学校が無くなることで子どもを生

み育てやすい環境が後退し、地域の衰退につながっていくのではと不安視する意見も多く

寄せられていること。教育委員会としては、市民の意見を受け止め、市当局と連携し、学

校適正配置を進めていきたいと考えていることを答弁しました。 

続いては、６ページをお開きください。西宮三春議員からの一般質問です。クマ等への

安全確保に向けた支援策についてということで、小中学校の保護者の送迎負担の増加によ

り、安心して学校で待機できる環境整備について、子どもたちの見守り等教職員の負担に

ついて伺う。との質問に対して、秋以降、市内各所でクマ出没が相次ぐ中、各学校で行って

いるクマ対策は保護者による車での送迎をお願いしていること。敷地近くにクマが出没し

た際には、緊急対応として保護者への引き渡しを行っていること。引き渡しは、今年度実

施した全市一斉引き渡し訓練が効果的に機能し、自家用車の乗り入れの交通安全対策や導

線確保、本人確認。登校時の教職員による見守り、校内での待機場所の設定など安全確保

が適切に行われていること。児童生徒の登下校の安全確保は、学校では教職員が勤務時間

外の対応に追われる場面もあり、各地区の学校安全ボランティアと連携し、学校・家庭・地

域一体となった体制を継続し、保護者及び教職員の負担軽減に努めていく旨を答弁しまし
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た。 

続いて、７ページです。同じく西宮三春議員からの一般質問です。子どもの送迎等で有

給取得、早退等、保護者の収入減への調査や支援策について伺う。との質問に対しまして、 

熊出没が相次ぐ中、児童生徒の安全確保のため、保護者には車での送迎などに配慮してい

ただいていること。県のクマ出没警報が１２月末まで延長となっていることから、冬休み

まで続けていくこと。現在の登下校の手段や、保護者の送迎等の負担感を把握するために、

１１月１９日から２５日まで、小中学生の保護者を対象にアンケート調査を実施し、現在、

分析中であること。アンケート調査では保護者の収入減少は、調査項目になかったが、保

護者送迎を「負担に感じているかどうか」について調査し、結果を基に来年度以降の安全

確保に配慮した通学支援策を検討していく旨を答弁しています。 

８ページをお開きください。同じく西宮三春議員からの一般質問です。学校統合に向け

た、さんすうボックス学校備品化についてです。令和６年第７回定例会において質問させ

ていただいた、さんすうボックス学校備品化について、現在桧木内小学校が備品化となっ

ていると答弁があった。先の全員協議会の中で学校再編スケジュールとして、令和１０年

に神代小学校、西明寺小学校、桧木内小学校が統合とのことだが、学校備品化となってい

る学校と、保護者購入の学校が統合するにあたり、学校備品化に向けた進捗状況を伺う、

との質問に対しまして、桧木内小学校では全て譲り受けたもので備品化となっていること。

神代小学校、西明寺小学校では各家庭で準備した物や、使わなくなった上学年のご家庭か

ら譲り受けたもので使用していること。今後は、令和１０年度の神代小、西明寺小、桧木

内小の統合を見据え、各校のさんすうセット購入メーカーの統一化を図るとともに、保護

者の意向を確認しながら、寄付等による学校備品化について協力を呼びかけていくと答弁

しました。 

一般質問の概要については、以上です。 

（須田教育長） 

少し補足しますと、先日学校給食の無償化については市長・副市長と協議会を持ちまし

た。私の方からお願いしたのは、小学校がどのような形で無償化になるのか情報を集める

わけですけれども、差額が出ている分がありますが、その差額の分については是非、市当

局の方で持ち出しをしてほしいということをお願いしました。また中学校の無償化につい

ても、他の市町村の動向を見ながら、是非、次年度に取り組みをしてほしい旨を伝えたと

ころです。何か一般質問についてご質問ありますか。 

　－質問なし－ 

よろしいでしょうか。それでは、報告第３９号就学指定校変更の承認についてお願いし

ます。 

（戸嶋学校教育課長） 

議案綴の９ページをご覧ください。報告第３９号就学指定校変更の承認についてです。

先に申請のあった就学指定校の変更１３件について、仙北市就学指定校変更審査会より別

紙のとおり答申がありましたので報告します。 

　－資料により説明－ 

報告は以上となります。 

（須田教育長） 

一人ずつ丁寧に審議をしての答申です。よろしいでしょうか。 

それでは、その他に入ります。いじめ、不登校対策についてお願いします。 

（山部北浦教育文化研究所指導主事） 

１１月のいじめ、不登校の状況について報告いたします。 
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最初にいじめについてです。１１月は小学校３件、中学校０件、計３件でした。 

次に、１１月の不登校児童生徒についてですが、小学生６名、中学生２８名、計３４名

となっております。 

１１月はスペース・イオの活用が５名、さくら教室活用が０名でした。また、角館中学

校校内教育支援センターの活用は２名でした。 

以上が、１１月のいじめ、不登校の状況です。 

（須田教育長） 

ご質問等ありますか。よろしいでしょうか。 

次に、教育委員会定例会会議録のホームページ公開についてお願いします。 

（大石教育総務課長） 

別冊の令和７年第１７回定例会会議録をご覧ください。 

－資料により説明－ 

誤字・脱字等ありましたら、私の方まで教えてくださるようお願いいたします。 

（須田教育長） 

次に、学校適正配置準備室からの報告です。 

（若松学校適正配置準備室長） 

学校適正配置準備室からの報告です。本日１時３０分から、こちらを会場に協議会を開

催しました。そこで話し終えた案件について報告します。 

一つは、学校適正配置計画（案）について、現在、市民意見交換会を５学区で開催してお

りますけれども、その中間報告をしました。そして年度内の計画策定に向けた今後の進め

方についても協議しました。以上です。 

（須田教育長） 

その他でありますか。 

（大石教育総務課長） 

次回の定例会の日程についてですが、１月１５日（木）午後１時３０分から協議会、午

後２時３０分から定例会をこの集会室で行います。以上です。 

（須田教育長） 

その他でありますか。よろしいでしょうか。 

それではこれで、令和７年第２１回仙北市教育委員会定例会を終了いたします。 

ありがとうございました。 

 

（閉会宣言：午後３時００分）


